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英米における取組の概要 
 

 
○ 現在我が国企業に求められているコーポレート・ガバナンスに関する取組を

検討するに当たっては、海外の企業における取組を参考にすることが有益で

ある。そこで、下記に英米各国の企業における開示資料を調査し、参考とな

り得るものの概要を紹介する。 
 

英国 米国 

Royal Dutch Shell Apple 
HSBC Exxon Mobil 

BHP Billiton Microsoft 
Unilever Berkshire Hathaway 

BP Google 
GlaxoSmithKline Johnson & Johnson 

British American Tobacco Wal-Mart 
Vodafone Wells Fargo 

AstraZeneca P&G 
Rio Tinto GE 

  
 
○ 各社において、自主的な判断により、必要に応じて、適切なコーポレート・

ガバナンスの体制を構築するための主体的な検討や取組に活かすことが考

えられる。 
  

参考資料 
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1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 
 米国では、名称は様々ではあるが、上場規則によりコーポレート・ガバナン

ス・ガイドラインにおける開示事項として列挙されている事項 1や、取締役

の他の会社との兼任、取締役会議長と CEO の関係などについてもコーポレ

ート・ガバナンス・ガイドラインに記載している例があった。 
 英国においても、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針等に関する文

書を作成・開示している例があった。 
 
1. 【Apple（米）】 
概要以下の項目に関する基本的な考え方等を示した、コーポレート・ガバナ

ンス・ガイドラインを策定・開示している（corporate governance guidelines）。 
・取締役の役割 
・取締役の適格要件 
・取締役の独立性 
・他の会社との兼任 
・倫理及び利益相反 
・取締役のオリエンテーション・教育 
・取締役の任期 
・退任の方針 

                                                   
1 米国のニューヨーク証券取引所（NYSE）においては、上場規則に基づき「コーポレート・

ガバナンス・ガイドライン」の開示が義務付けられている。NYSE の上場規則においては、

概要以下の事項を開示しなければならないとされている（NYSE Listed Company Manual 
303A.09 Corporate Governance Guidelines）。 
① 取締役の適格基準 
• 少なくとも上場規則で求められる独立性基準を反映したものとする。取締役会の人数

制限、取締役の在職期間、退任及び後継者その他の実質的な資格要件を含めることも

考えられる。 
② 取締役の責任 
• 取締役会への出席や取締役会の資料の事前の検討に関する基本的な義務と責任を含

む。 
③ 取締役の経営陣及び（必要かつ適切な場合には）独立したアドバイザーへのアクセス 
④ 取締役の報酬 
• 報酬の形態及び額を決定するための一般的な原則を含む。適切であれば、原則を評価

する方法も含む。 
⑤ 取締役のオリエンテーション及び継続的なトレーニング 
⑥ 経営陣の後継者 
• 非常時や退任時における後継の方針とともに、CEO の選任やパフォーマンス評価に

関する方針を含む。 
⑦ 毎年の取締役会のパフォーマンス評価 
• 取締役会や委員会が有効に機能しているかについて、少なくとも毎年自己評価を行う。 

 



 

4 
 

・取締役の辞任・退任・再任の拒否 
・取締役の職責の変更 
・取締役の責任 
・取締役会議長と CEO の関係 
・共同筆頭取締役とエグゼクティブ・セッション 
・ステークホルダーとの関係 
・委員会 
・取締役と経営幹部・従業員との関係 
・取締役の報酬 
・取締役会の評価 
・経営体制のレビューと後継者計画    
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2. 【Wells Fargo（米）】 

概要以下の項目に関する基本的な考え方等を示した、コーポレート・ガバナ
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ンス・ガイドラインを策定・開示している（corporate governance guidelines）。 
・取締役会の役割 
・取締役の資質 
・取締役の独立性 
・筆頭取締役（Lead Director） 
・取締役会議長 
・委員会 
・会議への出席 
・エグゼクティブ・セッション 
・戦略のレビュー 
・年次 CEO 評価；経営陣の後継者計画 
・取締役の経営・独立アドバイザーへのアクセス 
・コミュニケーション 
・取締役会の年次評価 
・取締役の退職；本業・責任範囲に変更があった際 
・他社取締役会従事への制限 
・取締役へのオリエンテーション及び継続的な教育 
・取締役の倫理規定 
・取締役の報酬 
・株式保有の要請；会社株式のヘッジ・抵当の禁止 

 
3. 【Unilever（英）】 

概要以下の項目について記載された、コーポレート・ガバナンスに関する基

本的な事項等が記載された文書（the governance of Unilever）を策定・開示し

ている。 
・基本的事項 
・取締役会 
・取締役会の役割 
・委員会 
・取締役 
・取締役会議長 
・CEO 
・非業務執行役員 
・取締役の就任とトレーニング 
・取締役会の評価 等 
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（以下、一部抜粋） 
（基本的事項） 
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（取締役会） 
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（取締役） 
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2. 取締役会が役員等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 
 
(1)  方針 
 全体として、報酬の目的（役員を引きつけ引き留めることなど）、報酬の構

成要素（基本報酬、年次賞与、株式報酬など）に関するそれぞれの役割・考

え方、業績指標やその目標の設定に係る考え方等について開示がされてい

た。 
 また、役員の個別の報酬額（過去数年分を含む）のほか、報酬の構成要素ご

との内訳、ベンチマーク企業の個社名やその設定に係る考え方等を開示する

事例があった。 
 報酬額を決定するに際して参考にした TSR や配当額等のデータをグラフで

豊富に記載することで、視覚的に分かりやすくしようとする事例があった。 
 

① 報酬の基本方針や報酬構成の概要 
4. 【Microsoft（米 2）】 
業務執行役員の報酬について、その目的を①役員を引きつけ（attract）、動機

付け（motivate）、引き留められる（retain）程度の額とし、②役員の利益と株

主の利益を一体化し、③不要かつ過剰なリスクテイクを抑制すること、として

いる。 

                                                   
2 米国においては、SEC Regulation S-K の項目 402（Item 402）において、取締役及び役

員の報酬に関する詳細な開示のルールが規定されている。開示事項は概要以下のとおり。 
・報酬プログラムの目的・設計、構成要素の説明、各要素についての支払額やその算式の

決定方法、Say-on-Pay に係る株主の投票の結果の影響等を含む報酬に関する議論と分析

（Compensation discussion and analysis）［事例 4, 6, 8~13, 19~20, 23, 26~28］ 
・CEO、CFO 及び他の最も報酬額の高い 3 人の上級管理職の過去 3 年間に支払われた報

酬の各要素を示した一覧表（Summary compensation table）［事例 22］ 
 最終事業年度における上級管理職に対するインセンティブ報酬制度に基づく報酬の各

要素（支払日における推定価額、株式の公正価額等）を示した一覧表（Grants of 
plan-based awards table） 

一覧表として記載された情報に関する文章による補足説明（Narrative disclosure to 
summary compensation table and grants of plan-based awards table）［事例 22］ 

 最終事業年度末時における未行使オプション、未付与株式及び未付与株式報酬プランの

各要素（未付与株式の市場価額等）を示した一覧表（Outstanding equity awards at fiscal 
year-end table）［事例 21］ 

 最終事業年度における上級管理職によるストックオプション、SAR 等の行使及び付与

済株式（RS、RSU を含む）の各要素（行使済オプションの実現価額等）を示した一覧

表（Option exercises and stock vested table） 
 取締役の過去 1 年間に支払われた報酬の各要素（取締役に支給された現金総額、株式報

酬及びオプション報酬に係る支給日における公正価格の総額等）を示した一覧表

（Compensation of directors） 
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また、役員報酬の「ベストプラクティス」として、自社で行っていること・

行っていないことを表形式で記載（proxy statement 2014 p.37）。 
 

 
 
5. 【P&G（米）】 
業務執行役員の報酬に関し、①パフォーマンス、②他社との競争、③長期の

成功という 3 つの重視する視点や、報酬のミックス（固定-変動、短期-中長期、

現金-株式）、報酬の（金額ではなく）構成要素と比率について、簡潔にまとめて

いる（proxy statement 2014 p.ⅳ）。 
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6. 【Berkshire Hathaway（米）】 
「同社における役員報酬制度は、ほとんどの株式会社とは異なる」としてい

る。例えば、同社会長及び副会長は「報酬額を変更しない」ことを強く希望し

ているため、2004 年にガバナンス・報酬・指名委員会が作成されて以来、委員

会は会長と副会長の報酬の増額を提案していない。このため、両氏の年間の報

酬は 25 年以上の間、10 万ドルとしている。 
また、ガバナンス・報酬・指名委員会は、同社の役員報酬は、収益性や株の

市場価値を考慮しないこと、ストックオプションを役員に付与しないこと、す

べての役員報酬は内国歳入法§162（m）の下で控除可能なものする、といった

方針を定めている（proxy statement 2015 p.8）。 
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7. 【Unilever（英 3）】 
報酬の構成要素、報酬を決定するに当たっての主要な原則を記載。具体的には、

パフォーマンスに応じた支給、パフォーマンス指標と戦略の連携、持続可能な

パフォーマンスの提供、株主の利害との一致、競争力のある報酬の支給、不適

切なリスクテイクの回避が挙げられている（annual report 2014 p.63~64）。 
 

② 報酬の構成要素の概要等 
8. 【Apple（米）】 
報酬の構成要素である長期株式報酬、年次の金銭賞与、基本報酬について、

それぞれの役割・考え方を紹介している。 
まず、下記原文の冒頭において、報酬の構成要素が 3 つあること（長期株式

報酬としての RSU、年次の業績連動金銭賞与、基本報酬）を示した上で、全体

の構成において株式報酬、金銭賞与等、株価や業績に連動する報酬を重視して

いることを説明。 
また、下記原文の The Role of Long-Term Equity Awards と題する箇所にお

いて、RSU については、優秀な役員人材の確保や株主目線の共有の観点を強調。 
さらに、金銭報酬について、The Role of Cash Compensation と題する箇所

において、固定報酬については、経営陣の所掌範囲の拡大に応じて報酬額の見

直しを行ったこと等）を説明している。 
年次の業績連動金銭賞与については、変動幅（基本報酬の 0%~200%）、業績

指標（総売上高、営業利益）、目標値設定の考え方（ビジネスプランや製品構成

                                                   
3 英国においては、上場会社は、英国会社法により、各事業年度において、取締役報酬報告

書（Directors' Remuneration Report）の作成が義務付けられており、取締役報酬報告書は

報酬方針報告（Remuneration Policy Report）と年次報酬報告（Annual Remuneration 
Report）により構成される。 
報酬方針報告における開示事項は概要以下のとおり。 
・取締役報酬につき、いかなる業績指標をどの期間につきどの程度の重要性で勘案するか

や、支払可能最高限度額を示した表（Future Policy Table） 
・各種構成要素と支払可能最高限度額を含む、取締役に提示される報酬体系に適用される

考え方（Approach to recruitment remuneration） 
・業務執行取締役の報酬について、最低受領額、受領予想額受及び受領可能最高額を示し

た棒グラフ（それぞれの金額について、固定報酬、短期賞与、長期賞与、退職金の内訳を

明らかにする必要）（Illustrations of Application of Remuneration Policy） 
また、年次報酬報告における開示事項は概要以下のとおり。 
・各取締役の報酬総額とその内訳の表（内訳として、固定報酬、変動報酬、課税対象所得、

複数事業年度をまたいで受領権が発生した金銭その他の資産、年金（在職中の場合はその

見込額）の金額を記載する必要がある）（Single Total Figure Table） 
・株主利益（Total Shareholder Return）と報酬の推移を示したグラフと CEO の報酬の推

移を示した表（Performance Graph and Table） 
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を踏まえた目標値設定）を説明している。2013 年には、売上高、営業利益とも

に最大目標値を達成し、固定報酬の 200％の賞与が支払われた（proxy statement 
2014 p.28~31）。 
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9. 【Google（米）】 

報酬を固定報酬（Fixed Pay）と変動報酬（Variable Pay）に分類し、変動報

酬については金銭賞与、株式報酬について、それぞれの役割や算定方式につい

て記載。 
固定報酬については、個人のスキル・経験や同等の職業機会（job opportunity）

に沿って、安定的な収入源を提供する。 
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金銭賞与については、個人の定性評価と会社の業績評価を加味して決定され

る裁量的なものであり、100 万ドルを超える部分について損金算入の要件を満た

さないが、過去の報酬委員会での議論により、適切な報酬として認められてい

る旨記載。 
株式報酬については、2 年毎に交付され、4 年後に一括権利確定（cliff vesting）

するスキーム。CEO 等は、最低限一定量以上の株式保有を保有しなければなら

ない。 
個人の定性評価は、年度の第 1 四半期に、前年の目標に従いラリーCEO が行

う（proxy statement 2014 p.31~32）。 
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10. 【Exxon Mobil（米）】 
報酬の構成要素として基本報酬、年次賞与、株式報酬（RS 及び RSU）を挙

げ、それぞれの仕組みや構成割合等について説明（proxy statement 2014 
p.36~40）。 

例えば、年次賞与について、50%は毎年支給するが、残り 50%は 3 年以内に

一定の利益指標を達成した場合に支給され、期限内に達成できなかった場合は

減額されるとしている（同 p.37）。 
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11. 【Microsoft（米）】 

CEO の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬（PS）から構成される。賞与はパ

フォーマンスに応じて基本報酬の 0%から 300%の範囲で変動する。 
株式報酬は以下の特徴を有する。①7 年経過しないと全額支給されない。5 年

目・6 年目・7 年目にそれぞれ 3 分の 1 ずつ付与される。②TSR によって付与

する株式数が決まる。株式数は TSR の結果に応じて 25%から 150%の範囲で変

動する。TSR は、5 年間の S&P500 との比較によって決まる。③目標とする株

式数を受けるには市場のパフォーマンスを上回らなければならない。具体的に

は、S&P500 の 60 パーセンタイルの TSR を達成することが必要。④目標とす

る株式数を上回るにはさらなるパフォーマンスが要求される。株式数の最高値

（150%）を受けるには、S&P500 の 80 パーセンタイル以上の TSR を達成する

ことが必要。 
以上につき、図を用いて視覚的に分かりやすく記載（proxy statement 2014  

p.31~32）。 
 



 

23 
 

 

 
 
12. 【Wal-Mart（米）】 
役員報酬を構成する、基本報酬、年次現金インセンティブ、長期株式報酬に

ついて、それぞれの概要を説明。例えば、長期株式報酬については、PS（75%）

と RS（25%）のミックスから成ることを説明している（proxy statement 2014 
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p.48~49）。 
 

 

 
 
各業務執行役員の報酬について、表やグラフ等を用いて視覚的に分かりやす

く記載している。例えば、以下では、個別報酬額の目標（target）及び最高額（表）、

固定報酬（RS 及び基本報酬）・業績連動報酬（現金インセンティブ及び PS）の

構成比率（棒グラフ）、報酬におけるパフォーマンス指標（ROI、売上、営業利

益、総商品価値（Gross Merchandise Value））の構成割合（円グラフ）を開示

（proxy statement 2014 p.49~50, 53）。 
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13. 【P&G（米）】 
  株式報酬については、3 年間の業績に基づいて株式付与数を決めるパフォーマ

ンス・ストックと、より長期のストックオプション（RSU への変更も可能）が、

ほぼ 1:1 の割合で構成されている。 
 パフォーマンス・ストックについては、①売上高成長率（他社との比較）、②

税引き前利益成長率、③一株当たり利益成長率、④調整後フリーキャッシュフ

ロー生産性、の 4 指標で測定。2011-14 年の達成率は 26%であり、それに基づ

く株式報酬が各業務執行役員に交付された（proxy statement 2014 p.29~32）。 
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14. 【BP（英）】 
業務執行取締役の報酬について、基本報酬、年次賞与、据置型賞与（Deferred 

bonus）、パフォーマンス・シェア（PS）、年金を付与すること及びそれぞれの

要素の役割についての説明をしている。 
報酬の各要素の説明として、例えば、年次賞与へは短期的な業績を反映させ

ること、パフォーマンス・シェアについては戦略的な優先順位に関連づけられ

た指標に基づき、長期的な業績を反映させることなどの説明がなされている。 
また、それぞれの報酬要素の金額の決定プロセスについて詳細に記載してい

る。例えば、業務執行取締役の年次賞与については、安全性（3 要素：貯蔵容器

等からの内容物の漏洩事故件数、左記事故のうちとくに重大な事故（従業員や

請負業者が死傷した事故や会社に一定額以上の損害を与えた火事・爆発事故等）

の件数、就労時間 2 万時間あたりの従業員・請負業者の業務上の死傷事故件数）

と価値創出（6 要素：営業活動から得られる正味キャッシュフロー、一定の要件

を満たした主要なプロジェクト等からの収益、開発・生産等の上流部門におけ

る予期せぬ延期、精製・販売等の下流部門における 1 バレルあたり収益など）

の 2 側面でいくつかの要素を検討し、それぞれ達成度合いに応じて点数化、最

終的には基本報酬と掛け合わされて付与額が算出される（annual report 2014 
p.75~78）。 
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 2014 年については、安全性・価値創出に関する達成度合いは目標値の 110％
であり、この数値に基づき最終的な年次賞与額を算定。 
なお、年次賞与のうち 3 分の 1 について、強制的に 3 年間繰り延べられる仕

組みとなっている（据置型賞与。任意で、追加的に 3 分の 1 の繰り延べも可能）。

付与から 3 年が経過した時点で、社内の委員会（Safety, Ethics and 
Environment Assurance Committee）において、安全性と環境の持続可能性の

観点から、3 年間の実績について評価し、繰り延べられたボーナスの内最終的な
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付与額を株式において交付する。2011 年に繰り延べられた CEO 他 1 名の賞与

は、3 年間の評価の結果、100%株式交付された（annual report 2014 p.78）。 
 

 
 
15. 【Unilever（英）】 
年次賞与と株式報酬（PS）について、パフォーマンスの閾値（Threshold）、

目標値（Target）、上限値（Maximum）をグラフ化した上で、実績値について、

目標値との比較での達成度（%）を記載（annual report 2014 p.68）。 
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また、年次賞与額の決定に際し、報酬委員会が、リーダーシップ等を含む個

人業績についても考慮した旨を記載し、計算式において数値を明示（annual 
report 2014 p.68~69）。 
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16. 【Rio Tinto（英）】 

株主と同じ目線に立つため、長期インセンティブであるパフォーマンス・シ

ェア・プラン（PSP）の指標の一つに相対 TSR を用いている。 
短期インセンティブ報酬については、相当額の半分を 3 年後に株、残りをキ

ャッシュで支給するなどの工夫も見られる。 
 

 
 

③ 株式保有に関するポリシー 
17. 【Wells Fargo（米）】 

株式保有に関するポリシーに基づき、株主との価値共有のために取締役およ

び業務執行役員は自社普通株式を所有することが求められている。 
取締役については、取締役会参画後 5 年以内に年間現金報酬の 5 倍を、少な

くとも取締役会参画中および退任後 1 年間保有することが定められている。 
業務執行役員については、長期報酬（long term compensation）により取得

した株式の少なくとも 50%以上（税率を 50%と想定）を退任後 1 年間保有しな

ければならないものとされる。 
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自社株式の短期売買、ヘッジ、担保差し入れは禁止である（corporate 
governance guidelines p.8, proxy statement 2015 p.32）。 
 

 
 
18. 【GlaxoSmithKline（英）】 
 業務執行者の利害を株主と一致させるため、自社株式の保有ポリシーについ

て規定。具体的には、CEO については基本報酬の 4 倍、他の業務執行取締役は

3 倍、他の経営陣（Corporate Executive Team）については 2 倍の自社株式を、

退任後最低 12 ヶ月間保有することが要求される（annual report 2014 p.105）。 
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株式の保有についてもポリシーが定められており、最高経営責任者（chief 

executive）は基本報酬の 4 倍、その他業務執行役員は 3 倍とされている。長期

インセンティブ報酬によって、5 年を超える株式保有が期待されている（annual 
report 2014 p.67~68, 75）。 
 

④ ベンチマーク企業の設定 
19. 【Wal-Mart（米）】 
自社は世界最大の小売業の企業・雇用者であり、国際的に幅広くビジネスを

展開していることから、ベンチマーク企業の設定について、①年間売上が 100
億ドルを超える同業他社以外にも、②Fortune100（同業他社及び著しくビジネ

ス形態が異なる企業を除く）、③時価総額トップ 50 社（自社を除く）を対象と

するとしている。Fortune100 を対象とすることについては、国際的な事業、ビ

ジネスモデル、規模が自社と類似しているためであると説明。また、時価総額

トップ 50 社を対象とすることについては、同業他社の中でずば抜けている規模

と取締役の責任の困難さを勘案した結果だと説明。なお、①・②・③それぞれ

について、ベンチマーク企業の個社名を開示（proxy statement 2014 p.58~60）。 
 



 

35 
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20. 【Johnson & Johnson（米）】 
報酬の比較対象として、Executive Peer Group と Competitor Composite 

Peer Group の二種類の企業グループを設定し、上記二種類の企業グループを参

考とする理由を説明している。 
Executive Peer Group は、業務執行役員に対する報酬に競争力があるか検証

する際に考慮しており、自社と同じような規模、業種、利益等を有する企業や

経営陣の能力等の観点から自社と比較可能な企業で構成される。 
Competitor Composite Peer Group は、自社の相対的な業績を評価する際に

考慮しており、自社の事業領域のいずれかで競合している企業で、製品の関連

性や売上げの成長率、国際的な存在感等の点を比較して選出された企業で構成

される（proxy statement 2015 p.43~45）。 
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⑤ 役員個人の開示 
(ア) 株式報酬・ストックオプションの開示 

21. 【Microsoft（米）】 
一定の役員について個人別の報酬額等を開示。その中で、役員の未行使・未

付与の株式・ユニットの数、株式が付与された日付についても開示（proxy 
statement 2014 p.43~49）。 
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40 
 

 
 

(イ) 報酬全体の開示 
22. 【Johnson & Johnson（米）】 
一定の役員について報酬総額及びその内訳が一覧で示されている（proxy 

statement 2015 p.54~59）。 
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CEO について、2014 年の業務実績、報酬に関する決定及び株主総会に提示

される 2015 年の報酬額が明記されている。 
ここでは、取締役会が、CEO のアレックス・ゴースキー氏が卓越したリーダ

ーシップを発揮し、会社に好業績（注：proxy statement 2015 p.32 によると、

売上高成長率 6.1％、フリーキャッシュフロー148 億ドル、EPS 成長率 8.7％を

達成したとある）をもたらしたと評価している。それを受け、報酬について、

業績ボーナスや長期インセンティブの増額を決定したことを記載している。 
また、他の業務執行役員についても、2014 年の業務実績が記載され、2014

年の報酬の状況が一覧化されている（proxy statement 2015 p.36）。 
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23. 【Wal-Mart（米）】 
現金インセンティブ及び PS に関し、役員ごとの具体的なパフォーマンス指標

や目標（target）に対する報酬の支払額を開示。 
現金インセンティブについて、例えば当時の CEO であるデューク氏は、パフ
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ォーマンス指標として 100%営業利益とされ、目標値（target）に対する報酬の

支払額は 64.7%であった（proxy statement 2014 p.46）。 
 

 

 
また、PS について、例えば当時の CEO であるデューク氏は、パフォーマン

ス指標として 50%がROI、50%が営業利益とされ、過去 3年間の目標値（target）
に対する達成率が開示された（proxy statement 2014 p.46）。 

 

 
 
24. 【Royal Dutch Shell（英）】 
具体額の開示としては、CEO の報酬について、過去 7 年分の総額及び年次賞

与の最高額に対する割合等を掲載（annual report 2014 p.89）。その他の役員に

ついては、過去 2 年分の報酬総額を掲載（同 p.84~85）。 
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（p.89） 

 

 
25. 【HSBC（英）】 
業務執行取締役の報酬について、過去 2 年分の固定報酬及び業績連動報酬の

内訳に加え、社用車や保険などの福利厚生に係る費用を開示している（annual 
report 2014 p.311）。 
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⑥ その他 

26. 【Google（米）】 
報酬の基本方針としては、「従業員（Googler）が全て」という創業以来の企

業哲学に沿った形で、(1)世界最高の才能の確保、(2)革新と業績というグーグル

の文化の支援、(3)従業員と株主の利益の整合、の 3 点を強調し、具体的な手段

として、業績連動報酬や株式報酬の活用を謳っている。 
CEO 等が大株主であるため、株主の利益と CEO 等の利益は連動している旨
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を説明している（proxy statement 2014 p.30~31）。 
 

 

 
 
27. 【Wells Fargo（米）】 

報酬決定にあたって鍵となる要素を示している。企業業績、競合企業グルー

プに対する分析、部門業績、個人業績、独立した外部報酬コンサルタントの助

言、リスクマネジメントが挙げられている。また、報酬に関して株主による勧

告的投票（advisory vote）を実施しており、その意見を考慮している（proxy 
statement 2015 p.36, 44）。 
内国歳入法に定められている 100 万ドル超の役員報酬の損金不算入の例外と

される業績連動報酬に該当するよう、2014 年においては基本報酬ではなく同法

に適合する業績連動報酬となるようにインセンティブ賞与を支給している。ま

た、同法に適合せず損金不算入となる金額についても定量的に示している

（proxy statement 2015 p.55）。 
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28. 【Exxon Mobil（米）】 

CEO の報告上の報酬額（reported pay：未確定（unvested）の株式報酬（RS
及び RSU）などを含む報酬）について、報酬と TSR の比較（⑧CEO Reported 
Pay vs. TSR -2006 to 2013）、報告値と実績値の比較（⑨CEO Realized and 
Reported Pay-2006 to 2013）ベンチマーク企業の報酬の比較（⑩～⑬CEO 
Realized Pay vs. Compensation Benchmark Companies）を表やグラフにより

比較（proxy statement 2014 p.30~31）。 
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(2) 手続 
 報酬委員会の役割、委員構成、開催回数等の他、意見を聞いている外部の民

間報酬コンサルティング会社について開示している例や、CEO のイニシア

チブにより報酬制度を改革したことなど、報酬委員会における具体的な議論

を開示している例があった。 
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① 開催状況等の開示 
29. 【Apple（米）】 
報酬委員会の役割、委員構成、開催回数等を開示（proxy statement 2014 

p.12~13）。 
 
30. 【Google（米）】 
少なくとも年 1 回、報酬委員会が CEO や他の業務執行役員の業績を評価し、

業務執行役員の報酬プラン・ポリシーのレビュー及び承認を行う。（corporate 
governance guidelines Ⅲ3.） 
 
31. 【P&G（米）】 
主要な業務執行役員の報酬については、個々の業績に基づく CEO からの提案

や、独立の報酬コンサルタントからのインプットに基づき、報酬・リーダーシ

ップ発展委員会において全ての最終決断を実施（proxy statement 2014 p.13）。 
 
32. 【AstraZeneca（英）】 
報酬委員会が、取締役会に代わって業務執行取締役や他の経営幹部の報酬の

検討及び決定を行う。また、議長の報酬について、非業務執行取締役の報酬と

連動させる形で検討及び決定を行う。取締役が自身の報酬決定に参画すること

はない（annual report 2014 p.91）。 
 
33. 【Royal Dutch Shell（英）】 
報酬委員会を 4 回開催したことや、同委員会の構成、役割及び実績（大株主

との協議、年次賞与の基準・目標の策定、CEO・CFO の固定給の決定等）を開

示（annual report 2014 p.81）。 
 
34. 【HSBC（英）】 
取締役の報酬にとどまらず、グループ全体の報酬方針の設計の在り方や従業

員持株制度に関する事項など報酬に関する幅広い事項について審議しており、

これらの年間の報酬委員会の活動内容について月毎にまとめた資料を開示して

いる（annual report 2014 p.308）。 
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35. 【Johnson & Johnson（米）】 
報酬及び給付委員会が、毎年、取締役の報酬についてレビューし、承認を与

えるか、何らかの提案を行う。その際、会社に対する義務や責任を考慮して公

平に支払うこと、株主の長期的利益と連動して支払うこと、会社の経営陣と同

じ報酬哲学のもとに報酬を決定すること、などが考慮することとされている

（principles of corporate governance 3.）。 
業務執行役員の報酬については、毎年、最初の四半期に、前年の業績につい

て報酬及び給付委員会で評価を行う。評価は、各業務執行役員に対し個別に、

CEO が設定した目標をどれだけ達成したかという観点から行われる（proxy 
statement 2015 p.46~47）。 
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以上の評価プロセスの中で、報酬及び給付委員会や独立取締役、議長／CEO、

独立したコンサルタントといった各プレイヤーの役割が明示されている（proxy 
statement 2015 p.47~48）。 
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例えば、報酬及び給付委員会の役割は、報酬プログラムをガイドする原則を

設定すること等とされている。独立取締役は、議長／CEO の報酬プロセスに参

加することとしている。議長／CEO は、業務執行役員の業績を評価し、報酬及

び給付委員会に対し報酬に関する推奨を行うこと等としている。独立したコン

サルタントは、市場のトレンドといった観点から報酬決定に関するアドバイス

をすること等としている（proxy statement 2015 p.47~48）。 
 

② 報酬委員会における具体的な議論 
36. 【Apple（米）】 
業務執行役員の報酬に関する報酬委員会での議論とそれに基づく分析につい

て、詳細に記載。2013 年については、クック CEO がイニシアチブを取り、譲

渡制限株式報酬（RSU）に業績要件を加える見直しを行い、議論の結果、米国

の時価総額上位企業（S&P500）との業績（TSR）の比較で、業務執行役員への

付与株式数を変動させる仕組みを導入した旨を紹介（proxy statement 2014 
p.22~26）。 
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37. 【Microsoft（米）】 
これまでの CEO は会社の大株主であったため、CEO に対する株式報酬が存

在しないなど、他社と報酬形態が全く異なる状況であった。そこで、新たな CEO
の就任にあたり、取締役会において、①パフォーマンスに基づく長期的な利益

を目指す株式報酬、②競争力のある報酬水準という 2 点に基づき、報酬形態の

見直しを行った旨の記載があった（proxy statement 2014 p.30~31）。 
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また、前 CEO のバルマー氏は、報酬委員会に対し、基本報酬の増額と併せて、

翌年度の役員のインセンティブ報酬プラン等を勧めた（proxy statement 2014 
p.39）。 
 
38. 【Exxon Mobil（米）】 
株式報酬について、長期の譲渡制限を設定する現行の仕組みに対して、ある

株主から 3 年間の TSR に基づくフォーミュラを採用すべきとの提案を受けたこ

とがあるものの、①株主の長期的な利益と連動しておらず短期的利益の追求に

走ってしまう可能性があること（下記原文における”Potential Misalignment of 



 

58 
 

Formula Based Pay with Long-Term Shareholder Experience”における説明）、

②自社のビジネスモデルと連動していないこと（下記原文における”Potential 
Misalignment of Formula Based Pay with ExxonMobil’s Business Model”に
おける説明）等の理由で採用していないことを紹介（proxy statement 2014 
p.33~35）。 
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39. 【Unilever（英）】 

2011 年の報酬委員会の報告において、固定報酬が他社と比較して低いとの指

摘があり、委員会は数年間増額してきたが、2015 年の委員会の増額の提案に対

し、CEO と CFO が拒絶した旨を紹介（annual report 2014 p.63）。 
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また、2015 年に策定予定の年次賞与と株式報酬の目標について、前もって明

らかにすれば、会社の事業計画や予算過程が競合他社に知られてしまい、会社

と株主に損害を与える恐れがある事業上センシティブな情報であるとして、開

示していない（annual report 2014 p.65）。 
 

 
 
3. 取締役会が役員等の指名を行うに当たっての方針と手続き 
 
(1) 方針 
 全体的な傾向として、取締役に求められる資質（独立性、倫理観等）や、必

要な経験・スキルについて、開示している例が見られた。 
 各社が取締役に求める経験・スキルの具体的内容については様々であるが、

①リーダーシップ、②国際ビジネス、③財務・会計、④法規制、⑤マーケテ

ィング・広報、⑥リスク管理、⑦公共政策といった観点や、特定のビジネス

分野（デバイスサービス、小売、鉱物資源等）での知見などを設定している

例が見られた。 
 

① 資質 
40. 【Microsoft（米）】 
全ての取締役に期待される特色として、①独立性、②高潔さ、③高度の個人
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的・職業的倫理、④正常な経営判断、⑤取締役会の職務に対し十分な時間を割

く能力と自発性を記載（proxy statement 2014 p.11）。 
 

 
 
41. 【Unilever（英）】 

取締役個人に望まれる資質として、①公平無私、②高潔さ、③異なる見解に

対する寛容さ、④バランス感覚、⑤批判的かつ独立して行動できることを記載

（the governance of Unilever p.35）。 
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② 経験・スキル 
42. 【Apple（米）】 
指名・コーポレート・ガバナンス委員会は、取締役候補者の選任に際して、

個人の背景・スキル・能力等を考慮し、取締役会は取締役のスキル・経験の組

み合わせをモニターする。候補者は、①独立性、②性格、③適切な判断力、④

多様性、⑤年齢、⑥財務知識や⑦取締役会のニーズに沿った経験が求められる

（corporate governance guidelines p.1）。 
 

 
 
43. 【Wal-Mart（米）】 
現在の取締役会の構成や会社のニーズ等に鑑み、取締役候補者の指名におい

て必要と考えられる適格要件について明示。具体的には、①リーダーシップ、

②技術・E コマース、③国際ビジネス、④財務・会計・財務報告、⑤小売、⑥

法規制、⑦マーケティング・ブランド管理・広報、のうち、一以上の分野で経

験・スキルが必要としている（proxy statement 2014 p.10）。 
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44. 【Wells Fargo（米）】 

取締役の資質および経験について、以下が列挙されている。①金融業、②財

務管理、③会計または財務報告、④リスク管理、⑤戦略的計画、⑥規制および

／または法務、⑦技術や情報セキュリティ、⑧マーケティング／消費者、④経

営後継計画を含む人事、⑨事業開発、⑧コミュニティ・アフェアー（異文化間

関係）、⑨コーポレート・ガバナンス、⑩政府関係、公共政策、⑪社会的責任、

⑫国際性、⑬事業運営（proxy statement 2015 p.2）。 
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45. 【Unilever（英）】 

下記の専門知識及び経験を有する者がメンバーに 1 人以上いることが重要で

あるとする（the governance of Unilever p.35）。 
・当社と匹敵する規模の企業又は複数の証券取引所に上場する国際的企業の取

締役会における、経営管理の経験やコーポレート・ガバナンスの問題に関す

る知識 
・国際的な大企業での人事・報酬に関する理解 
・財務管理、会計及び内部統制に関する経験 
・多国籍上場企業のリスクマネジメント 
・ユニリーバが活動する市場についての理解 
・日用品の市場に関する経験と理解 
・マーケティングの知識と商業の専門知識 
・企業の社会的責任に関する意識 
・ユニリーバが活動する分野の R&D に関する経験 
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46. 【BP（英）】 
取締役会ガバナンス原則において、取締役会のメンバーに期待される要素を

説明している。取締役会のメンバーは、①戦略的イシューや長期的な観点から

物事を扱ったことがあること、②リーダーシップ経験、ビジネスの原則に関す

る卓越した知識、独立した思考をする能力があること、③建設的な議論を行う

能力があること、④妥当な方法で権限を行使する意思があることが期待される

（board governance principles 3.4.1 p.5）。 
 
(2) 手続 
 取締役の選任手続については、指名委員会が取締役会の候補者選定をサポー

トするケースが多く、外部調査会社を利用するケースもあった。 
 指名委員会の役割・構成員や活動実績について、開示されているケースが多

かった。 
 
47. 【Google（米）】 

指名・ガバナンス委員会が様々な手法を用いて役員候補者を特定し、評価す

る。例えば、株主、現在のボードメンバーや調査会社等からの紹介で候補者を

ピックアップし、ディスカッション、インタビューや第三者レビューによる評
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価等を実施する旨記載（proxy statement 2014 p.18）。 

 
48. 【Johnson & Johnson（米）】 
取締役は、毎年の株主総会で選任される。取締役会は、候補者の一覧を株主

に提示する。 
株主は、指名及びコーポレート・ガバナンス委員会に対しその株主が適任と

考える候補者を諮ることができる（principles of corporate governance 5.）。 
 
49. 【GE（米）】 

ガバナンス・公共問題委員会において、株主から推薦された取締役候補者と、

現職の取締役や社員等から推薦された取締役候補者について、すべて同一の基

準の下で検討する（governance and public affairs committee key practices 
p.3）。 
 取締役会は、取締役候補者リストを作成し、株主総会において株主に提示す

る（governance principle 5 p.3）。 
 
50. 【BP（英）】 
全ての取締役は、毎年、株主によって再任の是非が判断される（board 

governance principles p.5）。 
 定時報告書においては、指名委員会の果たすべき役割、主要な責任、メンバ

ー、活動実績について報告されている（annual report 2014 p.71）。 
 
51. 【Rio Tinto（英）】 
指名委員会の役割・委員構成・開催回数・活動実績等を開示（annual report 

2014 p.59~60）。 
その他、取締役は取締役会に追加メンバーを指名してよい旨が記載されてい

る。これにより指名された取締役は就任後 1 年ごとに総会で（再）選議案にか

かる（同 p.54）。 
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52. 【Vodafone（英）】 
指名・ガバナンス委員会の委員構成、役割・責任、開催回数、出席状況等に

ついて記載。なお、指名・ガバナンス委員会への参加は原則メンバーのみであ

るが、他の非業務執行取締役、最高経営責任者（chief executive）、外部アドバ

イザーは同席の招聘を受ける場合がある。また、議長に関する議案については、

議長は欠席し、筆頭独立取締役がこれを代行する（annual report 2014 p.58~59）。 
 
53. 【AstraZeneca（英）】 
指名・ガバナンス委員会において、外部のアドバイザーを活用しつつ、背景、

利点、目的基準との関連、取締役会の多様性等を考慮し、候補者を決定する

（Terms of Reference of the AstraZeneca Nomination and Governance 
Committee 8.1.4）。具体的な考慮点としては、関連する国際的なビジネスや医

薬産業・金融業における経験、科学及び法的規制に関する適切な知識、ジェン

ダー、国籍、文化的多様性等である（annual report 2014 p.87）。 
 
54. 【Unilever（英）】 
取締役の選任手続について、再任と新任の場合に分けて記載。 
再任の場合、全ての現職の業務執行役員及び非業務執行役員は毎年、指名・

コーポレート・ガバナンス委員会の評価を受け、取締役会議長は個々の取締役

のパフォーマンスについて取締役と行った議論の結果を委員会に報告する。取

締役会、委員会及び個々の取締役のパフォーマンスの評価に基づき、委員会が

取締役会に対して再任する取締役のリストを提出する。 
新任の場合、補助的に外部のリクルート会社を使う。委員会はリクルート会

社が提示した候補者や会社の取締役等が推薦した候補者を評価し、取締役会に

推薦する前に委員会の全てのメンバーで候補者の面接を行う。2014 年の取締役

の選任において、リクルート会社は当該取締役を候補者とするのに役立ったと

の記載がある（annual report 2014 p.60~61）。 
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4. 役員等の個々の選任・指名についての説明 
 開示資料における各取締役候補者の紹介に際して、取締役に必要とされた経

験・スキルのうちどれを有しているかについて、分かりやすく示している事

例があった。 
 
55. 【Microsoft（米）】 
各取締役候補者について、9 分野の能力をアイコンで表し、どの取締役候補者

がどの能力を有するかを明示（proxy statement 2014 p.14~23）。 
 

（一例） 

 
 
56. 【Google（米）】 

各取締役候補者が有するスキル・経験等について、一覧表で開示（proxy 
statement 2014 p.19）。 
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57. 【Johnson & Johnson（米）】 
取締役候補者各自の経歴やビジネスの経験等を記載。たとえば、取締役会議

長で CEO のアレックス・ゴースキー氏については、1988 年に Johnson & 
Johnson に入社して以来の経歴、2012 年に取締役に就任したこと、氏の有する

スキルや経験が紹介されている（ここでは、幅広い戦略的な管理に関する専門

的な知識を持っていること、国際的なヘルスケア産業の直面する課題について

幅広い理解を有していること、会社のビジネスや文化等に関して深い知識を有

していること等が挙げられている）（proxy statement 2015 p.18）。 
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58. 【British American Tobacco（英）】 
年次報告書において、各取締役のスキル・経験を具体的に掲載（annual report 

2014 p.48~51）。 
 
（一例） 
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5. 後継者の計画 4 
 後継者計画の対象者として、CEO 及び経営幹部（senior management）と

する事例が多いが、業務執行役員（業務執行取締役）、非業務執行取締役、

取締役会議長を含める事例も見られた。 
 後継者計画に関して、その検討の体制について開示している事例が見られ

た。 
 後継者計画の内容として、社内候補者の資格要件及び社内候補者の育成プラ

ン、社外候補者の資格要件を開示し、後継者を評価する基準は会社の経営戦

略に基づくとする事例が見られた。 
 CEO が後継者計画の策定や評価を行っているものもあった。 
 
59. 【Apple（米）】 
取締役会と CEO が、CEO を含む経営幹部の後継者の計画の年次レビューを

行う（corporate governance guidelines ⅩⅨ）。 
 

 
 
60. 【Exxon Mobil（米）】 
報酬委員会は、少なくとも年に 1 回、全ての独立取締役が出席する場で、会

社の経営幹部の後継者計画や育成戦略を評価する（compensation committee 
charter p.3）。 

                                                   
4 NYSE の上場規則においては、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインにおいて、経営

陣の承継（Management succession）について開示しなければならない。承継計画は、CEO
の選任と業績評価のための方針と原則（policies and principles for CEO selection and 
performance review）と、CEO の緊急時や辞任時の承継に関する方針（policies regarding 
succession in the event of an emergency or the retirement of the CEO）を含まなければ

ならない。 
 英国コーポレート・ガバナンス・コードにおいては、取締役会は、取締役と経営幹部〔senior 
management〕の任命に当たっては、会社と取締役会の適切なスキル・経験を維持しつつ、

取締役会の漸進的なリフレッシュを進めるため、秩序だった承継計画が策定・実行されて

いることについて確証を得るべきである旨の記載がある（補助原則 B.2）。 
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61. 【Wal-Mart（米）】 

報酬・指名・ガバナンス委員会は、後継者計画に関して、毎年、取締役会に

報告しなければならない。CEO は、いつでも、潜在的な後継者の推薦者や評価

について提示しなければならない（corporate governance guidelines p.7）。 
 
62. 【GE（米）】 

取締役会は、CEO の選任と経営陣の後継を最も重要な責任の一つと捉え、

CEO 及び経営幹部の後継者計画を承認・管理する。取締役会は、管理研修及び

報酬委員会と連携しつつ、①GE のビジネス戦略を反映した、CEO の研鑽基準

の検討、後継者計画に関する定期的な確認及び議論、③社内の潜在的な CEO 候

補者のピックアップを行う（governance principle 15 p.6）。 
 
63. 【Microsoft（米）】 
取締役会は CEO と協力して CEO の後継者計画を策定し、取締役会はそれを

毎年評価すると記載。後継者計画の内容として、社内候補者の資格要件及び社

内候補者の育成プラン、社外候補者の資格要件を含む。 
また、後継者を評価する基準は会社の経営戦略に基づくものであると記載

（corporate governance guidelines p.5）。 
 

 
 
64. 【Wells Fargo（米）】 

ヒューマンリソース委員会および取締役会が協力して CEO 後継者計画を策

定する。CEO 及び経営陣は年 1 回以上後継者計画・経営陣の研鑽について報告

し、これに助力する他、特定の経営幹部について後継者になり得る人物の事前

評価も提供する（corporate governance guidelines p.5）。 
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65. 【Google（米）】 

経営陣の後継者計画については、リーダーシップ・報酬委員会が、少なくと

も年 1 回、CEO を含む業務執行役員の研鑽、保持、交代についてレビュー。加

えて、指名・カバナンス委員会が、後継者計画に関するリスクの監督を共同で

行う。 
 取締役や CEO についても、後継者計画については協働し、選任基準の策定や

戦略の反映等重要なプロセスについては関与する。本件については、取締役会

等で定期的に議論されるほか、各取締役は後継者候補と様々な機会で関与する

機会が確保されている（proxy statement 2014 p.19~20）。 
 

 

 
 
66. 【Johnson & Johnson（米）】 
経営者のリーダーシップが会社の成功にとって決定的に重要であるとの認識

のもと、後継者計画に実効性をもたせるよう努めている。手続としては、CEO
が、会社の重要な役職にいる者たちに対し、指名及びコーポレート・ガバナン

ス委員会と共同して定期的にレビューを加える。また、CEO は後継者計画につ

いて、年に 1 回、取締役会に報告する。取締役会は、CEO、副社長その他の経

営幹部の潜在的な後継者について、評価を加える（principles of corporate 
governance 9.）。 
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67. 【Berkshire Hathaway（米）】 
同社においては、障害に起因すること以外で CEO が引退することを想定して

いないとしている。 
ただし、現在の CEO が死亡しまたは障害を抱えた場合に、適切な後継者を有

していることを保証することを取締役会の最重要課題の一つと位置付け、CEO
は、後継者計画を取締役会に毎年報告するとともに、自らが障害を抱えた場合

の後継者として推薦する者を継続的に提示している。また、取締役会及び独立

取締役による委員会では、後継者計画と、CEO が死亡しまたは障害を抱えた場

合にCEOの後継となる者の強みと弱みを定期的にレビューしている（corporate 
governance guidelines p.4）。 
 
68. 【Unilever（英）】 

指名・コーポレート・ガバナンス委員会の助言を受け、取締役会が後継者計

画を評価する。 
また、指名・コーポレート・ガバナンス委員会が、翌年と翌々年に取締役（筆

頭独立取締役や取締役会議長等）の退任が見込まれることを踏まえ、取締役会

の後継者計画を考えたことを記載（annual report 2014 p.61）。 
 

 
 
6. 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関

する考え方 
 詳細に開示している例として、取締役に求められるスキル・経験を明示した

上で、取締役会にそうしたスキル・経験を有する構成員が何名いるかを一覧

表にしている例があった。 
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 簡潔に開示している例として、自社が重視する経歴・経験、専門性、倫理観、

年齢、性別、人種等の要素を記載する例があった。 
 取締役の指名に関する方針については、3．を参照。 
 
(1) 自社が重視する要素について記載している例 
69. 【Exxon Mobil（米）】 
人生経験（life experience）や経歴、性別、人種の多様性が求められている

（proxy statement 2014 p.5）。 
 

 
 
70. 【Wal-Mart（米）】 
人種・性別・経験等、取締役の多様性を重視している（proxy statement 2014 

p.21）。 
 

 
 
71. 【GE（米）】 

GE の取締役は、人間的・職業的な倫理観や高潔さ、価値観をもち、株主の長

期的な利益を実現することにコミットすることが求められる。また、探究心や

目的志向、実践的な知恵、成熟した判断力を有しているべきである。加えて、

取締役会の多様性を実現するため、ビジネスや政府、教育や技術、GE のグロー

バルな活動に関連する分野で政策決定をした経験のある人で取締役会を構成す

るよう努めている（governance principle 3 p.1）。 
 
72. 【Wells Fargo（米）】 

取締役の選考・評価プロセスにおいて、取締役会の構成を同社が事業展開す

る多様なコミュニティ・地域の観点や、各取締役候補者の経験、教養、スキル、

バックグラウンド、ジェンダー、人種、民族性その他の資質・属性をその他の



 

77 
 

取締役との相互作用を踏まえて考慮するものとしている（場合によっては特定

の特殊技能・経験を重視することもある）。特にジェンダー、人種、民族の多様

性を重点要素としている。また、取締役会全体の多様性、取締役会のジェンダ

ーの多様性をグラフで示している（proxy statement 2015 p.21）。 
 

 
 
73. 【Unilever（英）】 

取締役会の構成や質について、会社の規模や事業ポートフォリオ、文化や地

理的広がり、上場会社としての地位に釣り合うものでなければならず、非業務

執行取締役が過半数を占め、年齢、性別、専門知識、社会的背景及び国籍の多

様性がなければならない（the governance of Unilever p.35）。 
 
74. 【Rio Tinto（英）】 
取締役会の構造・規模や構成について指名委員会がレビューを行っている。

また、取締役会の多様性に関しては、2012 年に取締役会が目標を定めており、

指名委員会は取締役会の多様性についてレビューすること、取締役選考プロセ

スにおいて外部機関より少なくとも 1 名以上の女性候補者の推薦をうけること

が記載されている（annual report 2014 p.60）。 
 
(2) 取締役会において求められるスキル・経験を有する構成員の一覧表を開示 
75. 【Microsoft（米）】 
取締役候補者の指名と最も関係の強い重要な資格ないし能力・属性を明示。

具体的には、①技術、デバイス、サービス、②リーダーシップ、③国際ビジネ

ス、④財務、⑤M&A、⑥公開会社の取締役会での職務、⑦営業・マーケティン

グ、⑧調査・学術、⑨人種、性別、国籍等の多様性としている（proxy statement 
2014 p.13）。 
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76. 【P&G（米）】 
会社として多様性を重視していることを明記し、年齢、性別、人種の割合を

示している。また、取締役会が、毎年多様性に関する原則の有効性を評価し、

ガバナンス・公的責任委員会において、取締役候補者が全体として原則を満た

していることを確認している（proxy statement 2014 p.4）。 
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また、会社が必要としているスキル・経験について、個々の取締役候補がど

れを有しているかを一覧表にして示している（proxy statement 2014 p.9）。 
 

 
 
77. 【BHP Billiton（英）】 
年次報告書において、取締役に必要なスキル・経験について明示した上で、

取締役会及び各委員会において、当該スキル・経験を有する構成員が何名いる

かを一覧表にして明示している（annual report 2014 p.154）。 
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(3) 望ましい取締役会の規模 
78. 【Wal-Mart（米）】 
基本的に 7 人～16 人が望ましい（corporate governance guidelines p.2）。 

 
79. 【GE（米）】 

13 人～18 人が望ましい（governance principle 5 p.3）。 
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80. 【Microsoft（米）】 
現在の状況を踏まえると 9 人～14 人が適当である（corporate governance 

guideline p.2）。 
 
81. 【Johnson & Johnson（米）】 

9 人～18 人の間で取締役会が決定する（principles of corporate governance 
5.）。また、取締役の 3 分の 2 以上は独立取締役とする（principles of corporate 
governance 2.）。 
 
82. 【Exxon Mobil（米）】 
取締役会の規模は、各取締役が本質的な議論に有意義に参加することを可能

にすると同時に、非従業員取締役（non-employee director）の間に十分な多様

性をもたらすものとする。 
また、取締役会の構成は附属定款において 10 人以上 19 人以下と定められて

いるが、通常、およそ 11 人～13 人で、従業員取締役（employee director）が 2
人～3 人、非従業員取締役が 9 人～10 人になるようにしている（corporate 
governance guidelines p.2）。 

 

 
 
83. 【BP（英）】 
取締役会メンバーの半数以上は、独立性のある社外取締役で構成されるとす

る。また、取締役会は 16 人を超えないものとする（board governance principles 
3.4.1 p.5）。 
 
84. 【HSBC（英）】 
取締役の規模は同社のビジネス上の複雑さと地理的な広がりを前提とすると

適切であるとしている。また、指名委員会は定期的に取締役会の構成や規模を

検討し、変更の必要がある場合は取締役会に提言するとしている（annual report 
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2014 p.272）。 
 

 
 
(4) その他（女性比率の目標設定等 5） 

85. 【Unilever（英）】 
非業務執行取締役の 40%超が女性であることを明示（annual report 2014 

p.61）。 
 
86. 【HSBC（英）】 

2020年までに取締役会のメンバーの30%を女性にすべきであるとのダイバー

シティ・ポリシーを設定しており、当該目標については達成済みであると報告

している（annual report 2014 p.284）。 
 
87. 【Royal Dutch Shell（英）】 
年次報告書において、取締役会の構成及び多様性（特に性別）に関する考え

方や、実際の女性比率（25%）を紹介。取締役会の多様性の観点を非常に重視

しており、候補者選定段階から多様性確保のための十分な情報提供を行うとの

考え方が明示されている（annual report 2014 p.57, 65~66, 69）。 
 
88. 【Vodafone（英）】 
取締役会の多様性に関するポリシーを 2012 年に策定している。同ポリシーで

                                                   
5 英国コーポレート・ガバナンス・コードにおいては、年次報告書に、性別を含める多様化

のポリシー、当該ポリシー実現のための委員会が設定した何らかの測定可能な目標、当該

目標の達成に向けた進捗状況を記述しなければならないとされている（各則 B.2.4）。 
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は、2015 年までに取締役会の女性比率を最低 25%以上とすることが掲げられて

いる（annual report 2014 p. 59）。 
また、取締役会の多様性として在任期間、性別、執行・非執行取締役の割合、

国籍が一目でわかる形で示されている（同 p.51）。 
 

 
 
89. 【British American Tobacco（英）】 
取締役の 30%が女性であることを明示した上で、性別・国籍を含めたバック

グラウンド等のバランスを重視している旨を明記し、各取締役のバックグラウ

ンドや、現状の構成の内訳等も紹介（annual report 2014 p.24, 48~49, 54）。 
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7. 取締役会全体の実効性について分析・評価,6 
 米国においては 7、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインに取締役会評

価の概要を簡潔に記載して開示している例が多い。Proxy Statement 等の他

の文章に、より詳細な記載をしている例もあった。 
 英国における開示の内容は、米国と比較して、各社により異なる部分が多い

が、英国コーポレート・ガバナンス・コードの規定を踏まえて 8、外部評価

や、取締役個人の評価も行っている例が多い。 
 評価の方法は、取締役会や委員会が、毎年自己評価を行うとの事例が多数見

られた。自己評価の具体的な方法としては、取締役によるアンケートの他、

取締役会議長や外部の民間コンサルタントとの面接によって行う事例が見

られた。 
 評価の項目を例示している場合において、その内容は様々であるが、例えば

                                                   
6 米国の機関投資家が構成員である Council of Institutional Investors（CII）が、投資家

が評価する取締役会評価の開示として、概要以下の 2 類型に分類している。 
（http://www.cii.org/files/publications/governance_basics/08_18_14_Best_Disclosure_Bo
ard_Evaluation_FINAL.pdf） 
1. 評価の過程を中心に説明するもの（この例として【GE（米）】） 
・取締役会評価の過程（誰が誰を評価しているのか、評価の頻度、評価の結果をレビュー

する者、取締役評価の結果への対応の決定方法等）について要点を説明する。 
・開示される項目は、基本的には毎年共通のものになる。 
2. 最新の評価の内容を中心に説明するもの（この例として【BHP Billiton（英）】） 
・効率的に機能している点、改善できる点、次年においての計画等の取締役会によるパフ

ォーマンスのレビューから得られた主要な成果（key takeaways）を要約して記載する。 
・（毎年共通の項目ではなく、）最新の評価の内容を中心に紹介する。 
7 米国においては、NYSE の上場規則により、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインに

おいて、取締役会の年次評価（Annual performance evaluation of the board）を開示し、

年に一度は、取締役会及び委員会が効率的に機能しているかについての自己評価を行わな

ければならないとされている。 
8 英国のコーポレート・ガバナンス・コードにおいては、取締役会、委員会及び個々の取締

役について年次評価を実施すべきこと（主要原則 B.6）、年次報告書において評価について

どのように実施されたのか記載すること（各則B.6.1）、FTSE350における取締役会評価は、

少なくとも 3 年ごとに外部者によって実施されるべきこと（各則 B.6.2）、取締役会議長の

評価は、筆頭独立取締役の指揮の下に非業務執行取締役が行うこと（各則 B.6.3）等が規定

されている。 

http://www.cii.org/files/publications/governance_basics/08_18_14_Best_Disclosure_Board_Evaluation_FINAL.pdf
http://www.cii.org/files/publications/governance_basics/08_18_14_Best_Disclosure_Board_Evaluation_FINAL.pdf
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取締役会における議論やプロセスの有効性、議題の質及び適時性、取締役会

構成員のスキル・経験のバランスなどが挙げられている 9。 
 評価の結果をフィードバックして、取締役会の運営につき更なる改善点を明

示する事例が見られた。 
 基本的には評価の項目やプロセスを中心に開示している例が多いが、評価の

具体的な内容を記載している例もあった。 
 
(1) プロセスのみを開示 
90. 【Apple（米）】 
取締役会評価のプロセスについて開示。取締役会が、少なくとも年 1 回、取

締役会と各委員会の機能に関する評価を実施。指名・ガバナンス委員会が当該

評価のコーディネート、監督を行う（corporate governance guidelines ⅩⅧ）。 
 

                                                   
9 英国のコード策定機関である Financial Reporting Council（FRC）が、英国のガバナン

スコードにおいて要請される取締役会評価のガイダンス（Financial Reporting 
Council  ”Guidance On Board Effectiveness”）において、評価項目として以下のものを例

示している。

（https://www.frc.org.uk/getattachment/c9ce2814-2806-4bca-a179-e390ecbed841/guida
nce-on-board-effectiveness.aspx） 
・会社が直面している課題との関係を踏まえた、取締役会におけるスキル、経験、知識及

び多様性の状況 
・会社の目的、方向性、価値における明確さとリーダーシップ 
・後継者とその育成に関する計画 
・取締役会の一体としてのまとまりと、取締役会議長と CEO によって設定される企業の姿

勢 
・取締役会における関係、特に、取締役会議長と CEO、取締役会議長と秘書役（Company 
Secretary）、業務執行取締役と非業務執行取締役との関係 
・筆頭独立取締役の役割の明確性 
・委員会の効率性と取締役会との関係 
・会社とそのパフォーマンスについて提供される一般的な情報の質 
・取締役会における個々の資料や説明の質 
・個々の提案に関する議論の質 
・取締役会議長が主要な決定や論争を呼ぶ事柄について議論を確保するために使うプロセ

ス 
・秘書役（Company Secretary）の実効性 
・意思決定プロセスと権限の明確さ 
・リスクを特定し検証するプロセス 
・取締役会と株主及び他のステークホルダーとの間のコミュニケーション 
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91. 【Exxon Mobil（米）】 
各委員会は、少なくとも年に 1 回、自らのパフォーマンスや有効性について

自己評価を行い、委員長は取締役会に対して自己評価を含む活動状況を報告す

る（corporate governance guidelines p.5）。 
 

 

 
 
92. 【Microsoft（米）】 
ガバナンス・指名委員会が毎年、取締役会及び委員会の自己評価を取りまと

め、取締役会に報告する（corporate governance guidelines p.5）。 
 

 
 
93. 【Wells Fargo（米）】 
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年次の取締役会自身による評価プロセスのフロー、また同プロセスにおける

考慮対象事項として、取締役会の構成、構造、実効性や責任、取締役全体のス

キル・経験・バックグラウンドのミックスが挙げられている。 
2014 年においては、自己評価プロセスが強化され、取締役が取締役会、委員

会の運営に対する個々の取締役の貢献についてのフィードバックを提供するこ

とを励行している。評価の結果は、取締役会に連携され、必要な対応項目がレ

ビューされた。各委員会においても、各々が内部評価プロセスを議長主導の下

で実施している。 
取締役会のパフォーマンス評価は取締役の指名プロセスおよび後継者計画に

おいて鍵となる要素とされて、その他適切な情報とともに考慮される（proxy 
statement 2015 p.19）。 
 
94. 【GE（米）】 
取締役会評価の手続（及び評価の結果をどのように活用するか）について記

載。 
評価は、取締役会及び委員会に関して毎年 1 回実施される。筆頭独立取締役

や独立したコーポレート・ガバナンスの専門家が、それぞれの取締役にコンタ

クトを取り、取締役会全体や自身が活動する委員会、取締役の実績、取締役会

のダイナミクスに対するコメントを求める。これらのコメントは、取締役会の

主要な機能をいかにして改善するかという問題に関連づけられる。このような

プロセスで、特に、イシューの優先順位付けや取締役会の議論の質の改善、将

来議論すべきイシューの特定等についてのアイディアを収集する。 
こうして得られたコメント等について、筆頭独立取締役や独立したコーポレ

ート・ガバナンスの専門家が、各種委員会の議長とともに、取締役会や委員会

レベルでコメントを集約して改善案をまとめ、取締役会や委員会の会議で改善

策（actionable item）について議論を行う（governance and public affairs 
committee key practices p.1）。 
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95. 【Unilever（英）】 

取締役会は毎年自己評価を行うとともに、3 年に 1 回、外部の民間コンサルタ

ントによる評価を受ける。評価は、取締役会議長又は民間コンサルタントと取

締役との面接及びオンラインで行うアンケートへの回答によって行われる。民

間コンサルタントの名称も開示（annual report 2014 p.42）。 
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96. 【BP（英）】 
取締役会ガバナンス原則において、傘下の委員会も含めた取締役会およびそ

れぞれの取締役に対し、手続とパフォーマンスについて評価を実施すると記載

（board governance principles 3.4.4 p.6）。 
また、定時報告書においては、評価の具体的な方法について記載。2014 年度

は、外部の会社が作成した質問票をもとに実施した。さらに、評価結果につい

てはそれぞれの委員会において議論されたり、それぞれの取締役との一対一の

面談において使用されたりした。以上の評価結果は、取締役会で改めて議論さ

れた（annual report 2014 p.61）。 
 
(2) プロセス及び議論の内容を開示 
97. 【BHP Billiton（英）】 
取締役評価のプロセス及び結果について紹介。 
プロセスについては、取締役会による自己（内部）評価と、第三者による外

部評価を採用しており、外部評価は少なくとも 2 年に 1 回実施。また、委員会

及び個々の取締役の評価と、取締役会全体の評価を 1 年おきに行っている。加

えて、再任しようとする取締役については、その過程でパフォーマンスのレビ

ューが行われることとなる。 
評価内容は、取締役会、各委員会、議長・個々の取締役のパフォーマンスや

ガバナンスのプロセスについて。個々の取締役や取締役会については、どのよ

うな観点から評価するかの基準を明示。 
各取締役は、他の取締役のパフォーマンスについて匿名でコメントし、フィ

ードバックされる。また、議長のパフォーマンスに関するコメントについては、

筆頭独立取締役を通じてフィードバックされる仕組みがある。 
2014 年の評価については、外部評価と自己評価の組み合わせで実施。取締役

会の改善点については、会議プロセス・手続きの合理化や、ボードメンバーが

幅広い論点について現場のスタッフと議論できる会議の定期化といった点が指

摘された。 
また、前年までの評価において指摘された事項の進捗についても紹介。具体

的には、企業戦略に関する議論をサポートするプログラムを取締役会に導入す

ることや、取締役会での議論を円滑にするために、会議冒頭にクローズド・セ

ッションを導入したことなどが紹介されている（ annual report 2014 
p.158~159）。 
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98. 【HSBC（英）】 
取締役会自身と委員会の有効性について定期的に評価を行うことをコミット

しているとしており、2012-2013 年には独立した第三者の法律事務所によって

実施されたことを報告している。具体的なレビューの手続としては、第三者の

法律事務所が取締役や経営幹部に対して綿密なインタビューを行っている。評

価結果については、「取締役会は効果的に運営されており、同社グループが直面
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する課題に対処できている」と結論付けている。 
また、取締役会の評価の結果として取締役会が取り組むべき行動計画が策定

されており、その対応状況について簡潔に示している（annual report 2014  
p.273~274）。 
 

 

 
 
99. 【British American Tobacco（英）】 
委員会、役員（非業務執行役員を含む）、議長に対し、外部評価を 2013 年に、

自己評価を 2014 年にそれぞれ実施。 
取締役会の評価は、総務部長（company secretary）によって、アンケート及

び個々の役員へのインタビューにより実施。 
その評価の結果は取締役会及び委員会へ報告書の形で提出され、その有効性

を確認。その後、議長を通じて個々の役員全員に対して結果をフィードバック

する。 
評価の指標としては、実務の熟知、リスク監督の仕組み、議事運営の適切性、
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非業務執行役員への情報共有、役員の構成、意思決定の協働等を明記。 
それぞれの項目について、年度内の進捗及び次年度の目標を紹介（annual 

report 2014 p.55~57）。 
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100. 【AstraZeneca（英）】 

取締役会の評価の流れや評価のポイント、今年度の評価結果について説明し

ている。具体的には、助言会社である Lintstock の助力を得て、取締役に対する

アンケートの実施、個別面談、調査結果レポートの作成を行う。レビューされ

る点は、取締役会の構成やメンバーの専門性、戦略や後継者計画に焦点を当て

た取締役会の実効性等についてである。評価結果は議長や取締役との間で、そ

して取締役会において議論される。今年度は、取締役会は効率的かつオープン

に運営されおり、深刻な問題は発生していないとの結論を得た。加えて、取締

役会の外での非公式な時間をどのように活用するか、といった改善策について

も議題となった（annual report 2014 p.89）。 
 
101. 【Vodafone（英）】 
取締役会の効率性を毎年レビューする。また、外部機関も 3 年ごとにレビュ

ーを行う。前年の外部機関による評価を受けての対応、当年の自己評価の手続

やその成果について記載がある。 
例えば、議長は、各取締役との面談において、企業の戦略、ビジネス上重要

なチャレンジ、取締役会におけるスキル、経験、独立性、知識のミックス及び
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多様性、株主に対する働きかけの実効性及びいかに機能しているかについて意

見を聴取した。その結果、取締役会は合理的にバランスが取れていること、多

様性が改善しており引き続き取り組むべきであること、取締役指名手続の迅速

化が必要なこと、取締役会の運営や情報の流れは概して満足できる水準だが、

市場の情報や変化する規制、競争環境により焦点を当てるべきこと等が指摘さ

れた（annual report 2014 p.56~57）。 
 
102. 【Royal Dutch Shell（英）】 
取締役会の評価については、3 年ごとに、その機能、実効性及び実績に関する

自己評価を実施し、アンケート及び議長との（議長については議長代理との）

一対一の面談を通じて行う。 
また、各委員会の評価については、アンケートや各委員会における議論を通

じて当該委員会の議長が行う。具体的には、取締役会及び委員会について、指

名・承継委員会及び取締役会において議論が行われ、前回の評価で決められた

変革の優先事項のフォローアップ等が議題となった。さらに、2015 年以降の優

先事項についても議論され、企業の財務フレームワークにおける原油価格の影

響、パフォーマンス管理及び ROI、天候の変化に関する企業戦略などを含む事

項について意見が一致した。 
また、議長の評価について、議長代理が主催する議長を除く全取締役出席の

会議において、議長の取締役会の運営、CEO 及び他の取締役とのコミュニケー

ションや関係、主要な株主やそれ以外の株主との関係、2015 年以降のチャレン

ジについて議論された。議長代理は、議長に対する評価は全員一致でポジティ

ブなものであったと報告した（annual report 2014 p.68）。 
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8. 取締役・監査役に対するトレーニングの方針 
 トレーニングのタイミングについて、新任取締役に対しオリエンテーション

プログラムを提供するとともに、その後も継続的にトレーニングの機会を設

けるとしている事例が多数見られた 10。 

                                                   
10 NYSE の上場規則においては、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインにおいて、取

締役のオリエンテーションと継続教育（Director orientation and continuing education）
について開示しなければならない。 
また、英国のコーポレート・ガバナンス・コードにおいては、①すべての取締役が就任

ガイダンス〔induction〕を受けるべきこととスキルと知識を随時更新・アップデートすべ

きであること（B.4 主要原則）、②会社が必要なリソースを提供すべきこと（B.4 補助原則）、

③取締役議長が取締役の研修・研鑽〔training and development〕ニーズについて随時レビ
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 トレーニングの内容について、会社の事業に関する説明や財務会計、法規制

など取締役として一般的に必要とされる専門知識等に関するものの他、施設

の現地視察や市場調査への同行といった当該会社に特有の事項に関するも

のも見られた。 
 外部の教育プログラムへの参加を補助する事例も見られた。 
 取締役が受けたトレーニングの内容を開示する事例も見られた。 
 
103. 【Johnson & Johnson（米）】 
全ての新任の取締役に十分な教材が与えられ、会社の戦略やビジネスセグメ

ント、財務・会計・法務等のテーマについて経営陣と一対一の面談を行う。取

締役は、任期を通じて定期的な更新（periodic updates）を受けることができる

ようになっている（principles of corporate governance 8.）。 
 
104. 【Google（米）】 

新任の取締役には、教材、プレゼンテーション、経営幹部との会合等、会社

のビジネスや戦略に精通するためのプログラムが提供される。公認の取締役教

育プログラムに参加する場合には、費用が支払われる（corporate governance 
guidelines Ⅵ）。 
  
Ⅵ Director Orientation and Continuing Education  

Google provides an orientation program for new directors that includes written 

materials, oral presentations, and meetings with senior members of 

management. The orientation program is designed to familiarize new directors 

with Google’s business and strategy. The Board believes that ongoing 

education is important for maintaining a current and effective Board. 

Accordingly, the Board encourages directors to participate in ongoing 

education, as well as participation in accredited director education programs. 

The Board will reimburse directors for expenses incurred in connection with 

these education programs.  

 
105. 【GE（米）】 

新任取締役は、法務責任者や CFO によるオリエンテーションプログラムや就

                                                                                                                                                     
ューを行うこと（各則 B.4.2）等が記載されている。 
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任後 3か月以内に経営幹部による会社の戦略等に関する説明を受ける。加えて、

継続的に、GE の財務計画や財務分析、コーポレート・ガバナンス等、GE の取

締役としての職責を果たすのに必要な事項について継続的な学習の機会を提供。

また、「取締役大学（directors college）」（注：毎年、スタンフォード大学が開

催している経営層向けの教育プログラム。CEO や大学教授、法律実務家等を講

師に迎え、ビジネス戦略を決定する際の取締役会の役割や CEO の後継等につい

て知見を深める）等、外部の教育プログラムへのアクセスも提供している

（governance principle p.6）。 
 
106. 【HSBC（英）】 
新任取締役に対しては、個人ごとのスキルや経験に応じて適切に設定された

導入プログラムを用意している。 
また、多くの場合には取締役会の開催と同時に、取締役に対する研修や研鑽

に関するセッションが開催される。 
非業務執行取締役は、社内トレーニングや開発リソースを利用できる。全て

の新任取締役は個人ごとに適切に設定された導入プログラムに参加しており、

取締役会議長は各取締役の研修や研鑽について定期的にレビューしている。 
さらに、各取締役が年間でどのようなトレーニングを受けたのかを開示して

いる（annual report 2014 p.273）。 
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107. 【BHP Billiton（英）】 

社外取締役を含む取締役のトレーニングや成長の重要性について述べた上で、

各種セッションや現場視察などの具体的なトレーニング方法について記載。 
2014 年については、取締役に対して、資源鉱物に関する説明や、幅広いトピ

ックに関するセッション（気候変動、コモディティ市場、世界経済、コーポレ

ート・ガバナンスの潮流等）を実施するとともに、南アフリカやオーストラリ

アの視察を行い、事業に必要な知識のアップデート及び議論の機会提供を行っ

た。 
取締役のトレーニングや成長に関するプログラムについては、指名・ガバナ

ンス委員会が監督を行い、年次のレビュープロセスにおいて、議長が各取締役
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と成長分野について議論を行うこととなっている。これらの結果はフィードバ

ックされ、取締役会の更新や委員会の構成など、指名・ガバナンス委員会の役

割に活かされている（annual report 2014 p.158~159）。 
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108. 【British American Tobacco（英）】 
非業務執行役員は就任時に、業務内容についての業務執行役員等からの説明

を受ける。 
また、グループ内の監査・CSR 委員会への出席や現場感覚を養うための市場

調査への同行が奨励されている。 
役員は英国コーポレート・ガバナンス・コード等の各種規制についての簡単

な説明を受け、知識をアップデートすることが求められている。 
さらに、非業務執行役員については、トレーニングの成果等を確認するため、

議長との個別面談も各年度の下半期に実施（annual report 2014 p.54~55）。 
 

  

 
9. その他コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるための取組 
 退任した業務執行役員が退任後に取締役会に関与し続けるべきでないとす

る例や、一定の場合に業務執行取締役が他社の非業務執行取締役となること

を認めている例があった。 
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(1) 退任した役員 
109. 【Exxon Mobil（米）】 
自社の元業務執行役員は、役員の地位を離れた後は取締役会に関与し続ける

べきではない（corporate governance guidelines p.3）。 
 

 
 
110. 【P&G（米）】 

CEO が会社を退任する際は、1 年以内の移行期間として取締役会の過半数の

同意を得た場合を除き、取締役会からも退任することを規定（corporate 
governance guidelines p.3）。 
 

 
 
(2) 役員の他社の役員との兼任 
111. 【P&G（米）】 
業務を執行する役員が他の公開会社役員を兼務しようとする際の手続きにつ

いて規定。2 社以上兼務する場合は、社外取締役の過半数の承認を得るとともに、

事前に CEO に相談する必要がある（corporate governance guidelines p.8~9）。 
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112. 【Rio Tinto（英）】 
個人及び同社に資するものであれば、業務執行取締役は他社の非執行取締役

を兼務することができる（annual report 2014 p.54）。 
 

 
 
113. 【Unilever（英）】 
業務執行取締役が他社で非業務執行取締役を兼任する場合において、上場会

社 1 社まで認めるとし、現在の兼任状況について開示している（annual report 
2014 p.75）。 
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＜米国＞ 
【Apple】 
（proxy statement 2014） 
http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/300601101x0xS1193125-14-80
74/320193/filing.pdf 
（corporate governance guidelines） 
http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/295780833x0x443011/6A7D49
F1-A3AF-4E69-B279-021B81A93CDF/governance_guidelines.pdf 
 
【Exxon Mobil】 
（proxy statement 2014） 
http://cdn.exxonmobil.com/~/media/global/Reports/Other%20Reports/2014/20
14_Proxy_Statement 
（corporate governance guidelines） 
http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/corporate-governance/corporat
e-governance-guidelines/guidelines 
（compensation committee charter） 
http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/corporate-governance/board-co
mmittees/compensation-committee 
 
【Microsoft】 
（proxy statement 2014） 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.microsoft.com/i
nvestor/Downloads/Investor%20Services/Information%20for%20Investors/20
14_Proxy_Statement.docx 
（corporate governance guidelines） 
http://www.microsoft.com/investor/CorporateGovernance/PoliciesAndGuideli
nes/guidelines.aspx 
 
【Berkshire Hathaway】 
（proxy statement 2015） 
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000119312515091378/d854
690ddef14a.htm 

http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/300601101x0xS1193125-14-8074/320193/filing.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/300601101x0xS1193125-14-8074/320193/filing.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/295780833x0x443011/6A7D49F1-A3AF-4E69-B279-021B81A93CDF/governance_guidelines.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/295780833x0x443011/6A7D49F1-A3AF-4E69-B279-021B81A93CDF/governance_guidelines.pdf
http://cdn.exxonmobil.com/%7E/media/global/Reports/Other%20Reports/2014/2014_Proxy_Statement
http://cdn.exxonmobil.com/%7E/media/global/Reports/Other%20Reports/2014/2014_Proxy_Statement
http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/corporate-governance/corporate-governance-guidelines/guidelines
http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/corporate-governance/corporate-governance-guidelines/guidelines
http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/corporate-governance/board-committees/compensation-committee
http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/corporate-governance/board-committees/compensation-committee
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.microsoft.com/investor/Downloads/Investor%20Services/Information%20for%20Investors/2014_Proxy_Statement.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.microsoft.com/investor/Downloads/Investor%20Services/Information%20for%20Investors/2014_Proxy_Statement.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.microsoft.com/investor/Downloads/Investor%20Services/Information%20for%20Investors/2014_Proxy_Statement.docx
http://www.microsoft.com/investor/CorporateGovernance/PoliciesAndGuidelines/guidelines.aspx
http://www.microsoft.com/investor/CorporateGovernance/PoliciesAndGuidelines/guidelines.aspx
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000119312515091378/d854690ddef14a.htm
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067983/000119312515091378/d854690ddef14a.htm


 

107 
 

（corporate governance guidelines） 
http://www.berkshirehathaway.com/govern/corpgov.pdf 
 
【Google】 
（proxy statement 2014） 
https://investor.google.com/pdf/2014_google_proxy_statement.pdf 
（corporate governance guidelines） 
https://investor.google.com/corporate/guidelines.html 
 
【Johnson & Johnson】 
（proxy statement 2015） 
http://files.shareholder.com/downloads/JNJ/3472913563x0x815167/97E013D
B-186C-4D29-A1CA-C7F3ABB28393/JNJ_2015_Notice_Proxy_Statement_b
ookmarked_.pdf 
（principles of corporate governance） 
http://www.investor.jnj.com/governance/principles.cfm 
 
【Wal-Mart】 
（proxy statement 2014） 
http://d1lge852tjjqow.cloudfront.net/CIK-0000104169/98a9edb9-42b5-4cef-96
a0-7bcbb12b6091.pdf?noexit=true 
（corporate governance guidelines） 
http://stock.walmart.com/files/doc_downloads/Gov_Docs/corporate-governanc
e-guidelines.pdf 
 
【Wells Fargo】 
（proxy statement 2015） 
https://www08.wellsfargomedia.com/assets/pdf/about/investor-relations/ann
ual-reports/2015-proxy-statement.pdf 
（corporate governance guidelines） 
https://www08.wellsfargomedia.com/pdf/about/corporate/governance_guideli
nes.pdf 
 
【P&G】 
（proxy statement 2014） 
http://www.pginvestor.com/interactive/lookandfeel/4004124/PG_Proxy_State

http://www.berkshirehathaway.com/govern/corpgov.pdf
https://investor.google.com/pdf/2014_google_proxy_statement.pdf
https://investor.google.com/corporate/guidelines.html
http://files.shareholder.com/downloads/JNJ/3472913563x0x815167/97E013DB-186C-4D29-A1CA-C7F3ABB28393/JNJ_2015_Notice_Proxy_Statement_bookmarked_.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/JNJ/3472913563x0x815167/97E013DB-186C-4D29-A1CA-C7F3ABB28393/JNJ_2015_Notice_Proxy_Statement_bookmarked_.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/JNJ/3472913563x0x815167/97E013DB-186C-4D29-A1CA-C7F3ABB28393/JNJ_2015_Notice_Proxy_Statement_bookmarked_.pdf
http://www.investor.jnj.com/governance/principles.cfm
http://d1lge852tjjqow.cloudfront.net/CIK-0000104169/98a9edb9-42b5-4cef-96a0-7bcbb12b6091.pdf?noexit=true
http://d1lge852tjjqow.cloudfront.net/CIK-0000104169/98a9edb9-42b5-4cef-96a0-7bcbb12b6091.pdf?noexit=true
http://stock.walmart.com/files/doc_downloads/Gov_Docs/corporate-governance-guidelines.pdf
http://stock.walmart.com/files/doc_downloads/Gov_Docs/corporate-governance-guidelines.pdf
https://www08.wellsfargomedia.com/assets/pdf/about/investor-relations/annual-reports/2015-proxy-statement.pdf
https://www08.wellsfargomedia.com/assets/pdf/about/investor-relations/annual-reports/2015-proxy-statement.pdf
https://www08.wellsfargomedia.com/pdf/about/corporate/governance_guidelines.pdf
https://www08.wellsfargomedia.com/pdf/about/corporate/governance_guidelines.pdf
http://www.pginvestor.com/interactive/lookandfeel/4004124/PG_Proxy_Statement_2014.pdf


 

108 
 

ment_2014.pdf 
（corporate governance guidelines） 
http://www.pg.com/en_US/downloads/company/governance/Corporate_Gover
nance_Guidelines.pdf 
 
【GE】 
（governance principle） 
http://www.ge.com/sites/default/files/GE_governance_principles.pdf 
（governance and public affairs committee key practices） 
http://www.ge.com/sites/default/files/GPAC_key_practices.pdf 
 
＜英国＞ 
【Royal Dutch Shell】 
（annual report 2014） 
http://reports.shell.com/annual-report/2014/servicepages/downloads/files/ent
ire_shell_ar14.pdf 
 
【HSBC】 
（annual report 2014） 
http://www.hsbc.com/investor-relations/financial-and-regulatory-reports/ann
ual-report-and-accounts-2014 
 
【BHP Billiton】 
（annual report 2014） 
http://www.bhpbilliton.com/home/investors/reports/Documents/2014/BHPBil
litonAnnualReport2014.pdf 
 
【Unilever】 
（annual report 2014） 
http://www.unilever.com/Images/ir_Unilever_AR14_tcm244-421557.pdf 
（the governance of Unilever） 
http://www.unilever.com/Images/ir_GoU-1-Jan-2015-FINAL_tcm244-420870.
pdf 
 
【BP】 
（annual report 2014） 

http://www.pginvestor.com/interactive/lookandfeel/4004124/PG_Proxy_Statement_2014.pdf
http://www.pg.com/en_US/downloads/company/governance/Corporate_Governance_Guidelines.pdf
http://www.pg.com/en_US/downloads/company/governance/Corporate_Governance_Guidelines.pdf
http://www.ge.com/sites/default/files/GE_governance_principles.pdf
http://www.ge.com/sites/default/files/GPAC_key_practices.pdf
http://reports.shell.com/annual-report/2014/servicepages/downloads/files/entire_shell_ar14.pdf
http://reports.shell.com/annual-report/2014/servicepages/downloads/files/entire_shell_ar14.pdf
http://www.hsbc.com/investor-relations/financial-and-regulatory-reports/annual-report-and-accounts-2014
http://www.hsbc.com/investor-relations/financial-and-regulatory-reports/annual-report-and-accounts-2014
http://www.bhpbilliton.com/home/investors/reports/Documents/2014/BHPBillitonAnnualReport2014.pdf
http://www.bhpbilliton.com/home/investors/reports/Documents/2014/BHPBillitonAnnualReport2014.pdf
http://www.unilever.com/Images/ir_Unilever_AR14_tcm244-421557.pdf
http://www.unilever.com/Images/ir_GoU-1-Jan-2015-FINAL_tcm244-420870.pdf
http://www.unilever.com/Images/ir_GoU-1-Jan-2015-FINAL_tcm244-420870.pdf


 

109 
 

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/BP_Annual_Report_and_Fo
rm_20F_2014.pdf 
（board governance principles） 
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/investors/bp_board_governance_princ
iples.pdf 
 
【GlaxoSmithKline】 
（annual report 2014） 
http://www.gsk.com/media/603031/annual-report-2014.pdf 
 
【British American Tobacco】 
（annual report 2014） 
http://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9DCL3
B/$FILE/medMD9UWNKU.pdf?openelement 
 
【Vodafone】 
（annual report 2014） 
http://www.vodafone.com/content/annualreport/annual_report14/downloads/f
ull_annual_report_2014.pdf 
 
【AstraZeneca】 
（annual report 2014） 
http://www.astrazeneca.com/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=applic
ation%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=M
DT-Type&blobheadervalue1=inline%3B+filename%3D2014-Annual-report.p
df&blobheadervalue2=abinary%3B+charset%3DUTF-8&blobkey=id&blobta
ble=MungoBlobs&blobwhere=1285689383569&ssbinary=true 
 
【Rio Tinto】 
（annual report 2014） 
http://www.riotinto.com/documents/RT_Annual_report_2014.pdf 

 
 

以上 
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